
第三子以降算定額算定対象者（18歳年度末を経過した後22歳年度末
までの間にあって親等に監護相当・生計費の負担があると申し出た
子）のうち、令和8年6月1日までに親等の監護相当・生計費の負担が
なくなった子がいる場合のみ、現況届と併せて御提出ください。

裏面の記入例を御確認ください

この欄は記入不要です

この欄は記入不要です
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